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大綱策定に当たっては，鹿児島県教育振興基本計画第４章の

「１ 本県教育の取組における視点」及び「２ 本県教育施策

の方向性」に示された「４つの視点」と「５つの方向性」をベ

ースに「基本方針」を定めることとする。

また，この「基本方針」を踏まえ，大綱の「基本目標」を定

めることとする。



大綱骨子

１ 基本目標

※今後，検討する。

２ 基本方針

(1) 本県教育の取組における視点

○ 時代を超えて変わらない価値のあるものの尊重

○ 社会の変化へ的確かつ柔軟に対応する能力の育成

○ 学校・家庭・地域・企業等の積極的な連携・協働

○ 郷土の教育的な伝統や風土の活用

(2) 本県教育施策の方向性

○ 規範意識を養い，豊かな心と健やかな体を育む教育の推進

○ 能力を伸ばし，社会で自立する力を育む教育の推進

○ 信頼される学校づくりの推進

○ 地域全体で子どもを守り育てる環境づくりの推進

○ 生涯学習社会へ向けた環境づくりとスポーツ・文化の振興


